
第2次北斗市男女共同参画基本計画  個別事業調書

テーマ１　人間それぞれの“個”を認め合い、思いやりと優しさを育む社会の形成

ア　男女の人権尊重意識に立った男女平等意識の啓発の推進

（ｱ）

家庭、職場、地域など様々な場における慣行の
うち、性別による偏りにつながるおそれのあるも
のについて、広くその見直しを呼びかけます。

通年

（ｲ）

「男女共同参画週間」などの多様な機会を通じ、
誰もが男女平等参画の理念や社会的性別（ジェ
ンダー）の視点についての正しい理解ができる
よう、啓発を進めます。

通年

（ｳ）
市の発行する広報誌等において、社会的性別
（ジェンダー）に配慮した表現に留意します。

広報誌、ＨＰ等に掲載するイラスト等について性
別の固定概念にとらわれない内容表現に配慮し
た掲載となるよう確認、校正を行った。

広報誌、ＨＰ等に掲載するイラスト等について性
別の固定概念にとらわれない内容表現に配慮し
た掲載となるよう確認、校正を行った。

通年

主要施策

市民課

総務課

市民課

担当課名
小
区
分

令和5年度実績詳細・数値等

性の多様性への社会理解が促進されることを目
的に、職員向けの研修会を開催した。
また、トランスジェンダーに配慮したトイレの在り
方を検討した。
さらに、宣誓制度を導入している他自治体の事
例を参考に宣誓者が利用できる制度について調
査、公表を行った。

施策推移

○関連イベントの実施日時・内容／制度
・12/15　職員向け研修会「『ゲイの人』と焼きピ
ロシキを作って食べる会in北斗市役所」参加者
15名
・1/12　職員向け研修会「性の多様性について
理解を深めよう！」参加者14名
・宣誓者が利用できる制度：16制度

具体的な取組内容（令和5年度実績）
事業
期間

備考具体的な取組内容（令和6年度実績） 令和6年度実績詳細・数値等

性の多様性への社会理解が促進されることを目
的に、職員向けの研修会を開催した。
また、トランスジェンダーに配慮したトイレの在り
方を検討した。
さらに、宣誓制度を導入している他自治体の事
例を参考に宣誓者が利用できる制度について調
査、公表を行った。

○関連イベントの実施日時・内容／制度
・11/24　パートナーシップ市民向け交流会「ほく
とにじいろカフェ～多様な性について知ろう、話
そう～」　参加者10名
・3/15　性の多様性に関する講演会　参加者15
名

現状維持

現状維持

現状維持

R6年度



第2次北斗市男女共同参画基本計画  個別事業調書

テーマ１　人間それぞれの“個”を認め合い、思いやりと優しさを育む社会の形成

イ　男女共生や性に関わる学校教育及び生涯学習機会の充実

（ｱ）
学校教育の場における男女平等教育を推進
します。

児童生徒に対しては、発達段階に応じ、社会
科、公民科、家庭科、道徳、特別活動等、学校
教育全体を通じて、人権の尊重や男女平等、男
女が共同して社会に参画すること、そして男女
が協力して家庭を築くことの重要性を指導した。

児童生徒に対しては、発達段階に応じ、社会
科、公民科、家庭科、道徳、特別活動等、学校
教育全体を通じて、人権の尊重や男女平等、男
女が共同して社会に参画すること、そして男女
が協力して家庭を築くことの重要性を指導した。

通年

（ｲ）

家庭内において固定的な性別役割分担意識
を払拭し、家事、育児、介護など男女が平等
に共同して担っていくという意識を醸成しま
す。

・教育講演会
家庭教育支援の一環として、保護者への学びの
場の提供にするため、ＰＴＡ研修会などを通じ
て、教育講演会を開催することにより、家庭での
男女平等意識の醸成を図った。

○教育講演会の実施回数、実施年月日、実施内容
・実施回数:1回
　実施年月日：令和5年12月2日
　実施内容：「子どもを支える大人の役割を考える
～多様な背景を抱える子どもたちへの対話を通して
～」

・教育講演会
家庭教育支援の一環として、保護者への学びの
場の提供にするため、ＰＴＡ研修会などを通じ
て、教育講演会を開催することにより、家庭での
男女平等意識の醸成を図った。

○教育講演会の実施回数、実施年月日、実施
内容、参加者数
　実施回数:1回
　実施年月日：令和6年12月7日（土）
　実施内容：「食は夢のかけ橋～子育ては日々
の手作りから～」
・参加者328名

12月

（ｳ）

妊娠・出産という母性の重要性への認識を深
めると共に、性と生殖に関する健康・利権（リ
プロダクティブ・ヘルス／ライツ）の配慮がなさ
れるよう、家庭教育等を支援する学習機会の
充実を図ります。

学校における性に関する指導は、学習指導要領
に基づき、児童生徒が性に関して正しく理解し、
適切な行動を取れるよう体育科、保健体育科や
特別活動をはじめ、学校教育活動全般を通じて
指導を行った。特に思春期教室における妊婦体
験は、児童生徒にとって、とても貴重経験となっ
ている。

学校における性に関する指導は、学習指導要領
に基づき、児童生徒が性に関して正しく理解し、
適切な行動を取れるよう体育科、保健体育科や
特別活動をはじめ、学校教育活動全般を通じて
指導を行った。特に思春期教室における妊婦体
験は、児童生徒にとって、とても貴重経験となっ
ている。

通年

（ｳ）

妊娠・出産という母性の重要性への認識を深
めると共に、性と生殖に関する健康・利権（リ
プロダクティブ・ヘルス／ライツ）の配慮がなさ
れるよう、家庭教育等を支援する学習機会の
充実を図ります。

・思春期教室
子ども達が自分や周りの人を大切にし、健康な
体づくりや性行動について正しい知識や考えを
持つことで心身ともに健康な大人になることを目
的に市内小学校・中学・高校への思春期教室を
実施。

○思春期教室の実施回数、実施年月日、実施内容
・小学校
　実施回数：12回
　実施年月日：
9/4,9/6,9/25,10/3,10/30,11/20,11/21,12/1,12/5,12/
8,12/12,12/15
　実施内容：妊婦体験等
・中学校
　実施回数：5回
　実施年月日：6/13,6/27,10/17,12/5,12/15
　実施内容：思春期の心と体の変化

・思春期教室
子ども達が自分や周りの人を大切にし、健康な
体づくりや性行動について正しい知識や考えを
持つことで心身ともに健康な大人になることを目
的に市内小学校・中学・高校への思春期教室を
実施。

○思春期教室の実施回数、実施年月日、実施
内容
・小学校
　実施回数：9回
　実施年月日：
9/3,10/1,10/3,11/11,11/12,11/13,11/29,12/6,1
2/12
　実施内容：妊婦体験等
・中学校
　実施回数：5回
　実施年月日：6/11,7/9,10/1,12/2,12/16
　実施内容：思春期の心と体の変化
・高校
　実施回数：1回
　実施年月日：7/5
　実施内容：妊婦体験・乳幼児健診の見学等

通年

（ｴ）
性に対する正しい知識と性犯罪を撲滅するた
めの人権教育を推進します。

教育活動全般を通じ、生命の尊さを学び、性暴
力の根底にある誤った認識や行動、また性暴力
が及ぼす影響を理解させ、自分や相手、一人ひ
とりを尊重する態度等を身に付けることができる
よう指導を行った。特に、インターネットやスマー
トフォンは、性暴力に巻き込まれてしまうきっか
けになることや性暴力にあってしまった際の対
処方法など具体的な例を上げ、また教材等を活
用し指導を行った。

（ｵ）

男女共同参画の趣旨に賛同する各種団体等
と連携し、啓発や研修会を通して男女共同参
画の意識の高揚を図ります。

北斗市男女共同参画プラン推進協議会と連携
し、広報誌「ぱぁとなぁしっぷ」（R5年3月31日発
行、R5年4月1日全戸配布）にて「男女共同参画
社会」の啓発を行った。また「パートナーシップ
2024」では、一般社団法人にじいろほっかいどう
から講師を招き、性の多様性の理解促進に関わ
る講演会を行った。

○広報啓発以外の北斗市男女共同参画プラン推進
協議会での活動内容、参加人数
・先進地視察研修（11人）
・男性のキッチン講座（7人）
・パートナーシップ2024（約100人）
・生活研修会（19人）

北斗市男女共同参画プラン推進協議会と連携
し、広報誌「ぱぁとなぁしっぷ」にて「男女共同参
画社会」の啓発を行った。

○広報啓発以外の北斗市男女共同参画プラン
推進協議会での活動内容、参加人数
・先進地視察研修（10人）
・男性のキッチン講座（5人）
・パートナーシップ2025（約90人）
・生活研修会（18人）

通年市民課

学校
教育課

子育て
支援課

学校
教育課

社会
教育課

学校
教育課

担当課名
小
区
分

主要施策
事業
期間

備考 施策推移具体的な取組内容（令和5年度実績） 令和5年度実績詳細・数値等 具体的な取組内容（令和6年度実績） 令和6年度実績詳細・数値等

現状維持

現状維持

増加傾向

現状維持

現状維持

減少傾向

R6年度



第2次北斗市男女共同参画基本計画  個別事業調書

テーマ１　人間それぞれの“個”を認め合い、思いやりと優しさを育む社会の形成

ウ　配偶者やパートナーなどからの暴力の根絶

（ｱ）

女性への暴力等に関する実態を把握し、社会的
関心を喚起すると共に、相談窓口の所在等につ
いて広く周知徹底するほか、関係機関と連携し
差別及び暴力を防止・対処するための体制の構
築を進めます。

家庭児童福祉に関する相談指導業務として相
談員を配置しDV相談を受け、適切な関係機関
へ繋げるとともに、DV専門相談窓口の周知を
行った。

○ＤＶ相談件数
・１０件

家庭児童福祉に関する相談指導業務として相
談員を配置しDV相談を受け、適切な関係機関
へ繋げるとともに、DV専門相談窓口の周知を
行った。

○ＤＶ相談件数
・15件

通年

（ｱ）

女性への暴力等に関する実態を把握し、社会的
関心を喚起すると共に、相談窓口の所在等につ
いて広く周知徹底するほか、関係機関と連携し
差別及び暴力を防止・対処するための体制の構
築を進めます。

○広報周知回数
・11月号広報記事掲載1回。ほかＨＰに公開。

市ＨＰにより「女性に対する暴力をなくす運動」に
ついての周知及び、各種ＤＶ被害等の相談・通
報窓口（ホットライン）の周知を行った。
広報誌による、女性に対する暴力をなくす運動
の周知を行った。

○市HPにて公開
市ＨＰにより「女性に対する暴力をなくす運動」に
ついての周知及び、各種ＤＶ被害等の相談・通
報窓口（ホットライン）の周知を行った。

○ＨＰ
に公
開。

（ｲ）

生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに
寡婦福祉法その他の法令の定めるところにより
ＤＶ被害者の自立を支援するために必要な措置
を講じます。

生活保護：特定非営利活動法人ウィメンズネット
函館と連携を図り、同法人が運営している駆け
込みシェルターにてDV被害者を一時保護した際
には、生活保護を適用し自立支援を行った。

○ＤＶ相談から生活保護に連携した件数
・2件

生活保護：特定非営利活動法人ウィメンズネット
函館と連携を図り、同法人が運営している駆け
込みシェルターにてDV被害者を一時保護した際
には、生活保護を適用し自立支援を行った。

○ＤＶ相談から生活保護に連携した件数
・1件

通年
北斗市
福祉

事務所

市民課

事業
期間

施策推移備考

子育て
支援課

担当課名
小
区
分

主要施策 具体的な取組内容（令和5年度実績） 令和5年度実績詳細・数値等 具体的な取組内容（令和6年度実績） 令和6年度実績詳細・数値等

増加傾向

減少傾向

減少傾向

R6年度



第2次北斗市男女共同参画基本計画  個別事業調書

テーマ１　人間それぞれの“個”を認め合い、思いやりと優しさを育む社会の形成

エ　男女共同参画を阻害するあらゆる暴力の根絶

（ｱ）

性や暴力表現を扱った出版物等の取扱いなど
については、法令に基づく適切な対応をし、青少
年の健全な育成を阻害するおそれのある社会
環境の浄化を継続的に行います。また、若年層
における交際相手からの暴力（デートＤＶ）防止
のため、啓発に努めます。

北海道から立入調査員として発令されている市
民課職員が市内のコンビニ、携帯電話ショップ
等巡回し、有害図書等の発売実態調査を実施し
た。
デートＤＶについてＨＰや広報での周知や、男女
共同参画プラン推進協議会と協力しての講演会
を検討。
また、学校において人権擁護委員による「人権
の花運動」を開催し、若年層への啓発を行った。

○発売実態実態調査の実施年月日、実施内容
・青少年保護育成巡回活動
　実施年月日：令和5年11月21日、22日、30日
　　実施内容：レンタルビデオ店、書店、リサイク
ルショップ各1店舗、カラオケボックス2店舗、携
帯ショップ6店舗
○デートＤＶの周知回数
・前記のテーマ1ウ（ア）記載の「女性に対する暴
力をなくす運動」の記事内にてデートＤＶの内容
を包括して周知。

北海道から立入調査員として発令されている市
民課職員が市内のコンビニ、携帯電話ショップ
等巡回し、有害図書等の発売実態調査を実施し
た。
デートＤＶについてＨＰや広報での周知や、男女
共同参画プラン推進協議会と協力しての講演会
を検討。
また、学校において人権擁護委員による「人権
の花運動」を開催し、若年層への啓発を行った。

○発売実態実態調査の実施年月日、実施内容
・青少年保護育成巡回活動
　実施年月日：令和6年11月14日、27日
　　実施内容：書店、カラオケボックス2店舗、携
帯ショップ6店舗、商業施設2店舗
○デートＤＶの周知回数
・前記のテーマ1ウ（ア）記載の「女性に対する暴
力をなくす運動」の記事内にてデートＤＶの内容
を包括して周知。

通年

（ｲ）

学校教育の場をはじめ、生涯学習などの様々な
場において、インターネットなど多種多様なメディ
アからもたらされる情報を、主体的に判断するこ
とができる能力（メディア・リテラシー）の育成に
努めます。

インターネットを通じて、またＳＮＳを介して人権
を侵害するような違法・有害な情報が氾濫し、ま
たその情報の受信も容易にできるような状況を
踏まえ、道徳授業や総合的な学習の中で、児童
生徒が様々な情報を主体的に収集し、判断する
能力、また適切な発信する能力の育成に努め
た。

インターネットを通じて、またＳＮＳを介して人権
を侵害するような違法・有害な情報が氾濫し、ま
たその情報の受信も容易にできるような状況を
踏まえ、道徳授業や総合的な学習の中で、児童
生徒が様々な情報を主体的に収集し、判断する
能力、また適切な発信する能力の育成に努め
た。

通年

市民課

学校
教育課

担当課名
小
区
分

主要施策 施策推移
事業
期間

備考具体的な取組内容（令和5年度実績） 令和5年度実績詳細・数値等 具体的な取組内容（令和6年度実績） 令和6年度実績詳細・数値等

現状維持

減少傾向

R6年度



第2次北斗市男女共同参画基本計画  個別事業調書

テーマ２　対等な社会参加で能力発揮をめざす環境づくり

ア　男女共同参画社会づくりに関わる法令等の周知徹底

（ｱ）
男女共同参画社会づくりにかかわる法令等の周
知を図ります。

通年

（ｲ）

様々な社会活動の場において、全ての人が自ら
に保障された法律上の権利や、権利の侵害を受
けた場合の対応等について、正確な知識を得ら
れる「法識字」の推進を図る必要があります。

通年

○法律相談実施回数
・毎月2回、計24回
〇すずらん無料法律相談実施回数
・年2回市民課

市民課

担当課名
小
区
分

主要施策 施策推移具体的な取組内容（令和5年度実績）

男女共同参画の趣旨に賛同する各種団体等と
連携を図り、研修会への参加及び会員を通じて
法令等の周知を行った。また、無料法律相談の
主催や函館弁護士会主催のすずらん無料法律
談のサポートなどを行った。

事業
期間

備考令和5年度実績詳細・数値等

○法律相談実施回数
・毎月2回、計24回
〇すずらん無料法律相談実施回数
・年2回

具体的な取組内容（令和6年度実績） 令和6年度実績詳細・数値等

男女共同参画の趣旨に賛同する各種団体等と
連携を図り、研修会への参加及び会員を通じて
法令等の周知を行った。また、無料法律相談の
主催や函館弁護士会主催のすずらん無料法律
談のサポートなどを行った。 現状維持

R6年度



第2次北斗市男女共同参画基本計画  個別事業調書

テーマ２　対等な社会参加で能力発揮をめざす環境づくり

イ　市及び事業者等の政策・方針決定過程への女性参画の拡大

（ｱ）

市の条例や規則などによって置かれている審議
会や委員会において、積極的に女性の参画を推
進します。

・審議会等への女性の参画推進
新規で委員や役員を選出する際には、女性の登
用について考慮した上で決定している。

○各種委員会女性比率
・15．9％（各種審議会、委員会の委員478名のう
ち、女性委員76名）
※令和5年4月1日現在、「地方公共団体におけ
る男女共同参画社会の形成又は施策の進捗状
況」2023年度調査より引用

・審議会等への女性の参画推進
新規で委員や役員を選出する際には、女性の登
用について考慮した上で決定している。

○各種委員会女性比率
・13．6％（各種審議会、委員会の委員487名のう
ち、女性委員66名）
※令和6年4月1日現在、「地方公共団体におけ
る男女共同参画社会の形成又は施策の進捗状
況」2024年度調査より引用

なし

選出は各所
管課

＜随時実施
＞

（ｲ）

市職員については、地方公務員法に定める平等
取扱の原則と成績主義の原則に基づきながら、
女性の採用・登用等を促進します。

・市職員への女性の採用拡大・登用促進
市職員については、あくまでも地方公務員法に
定められている平等取扱の原則と成績主義の
原則に基づき採用している。

○男女別採用実績
・令和５年度（中途採用含む。）採用者11人（男７
人、女４人）
〇管理職女性比率
・8.6％（全35人中３人）

・市職員への女性の採用拡大・登用促進
市職員については、あくまでも地方公務員法に
定められている平等取扱の原則と成績主義の
原則に基づき採用している。

○男女別採用実績
・令和６年度（中途採用含む。）採用者14人（男９
人、女５人）
〇管理職女性比率
・10.8％（全37人中４人）

なし
＜随時実施

＞

（ｳ）

事業者等の方針決定過程への女性の参画につ
いて、企業や民間団体等に情報の提供や協力
要請を行うとともに、啓発等を通じて社会的気運
の醸成を図ります。

・男女雇用機会均等法、育児・介護休業法等の
制度周知及び啓発
国や北海道が作成したチラシ等を公共施設に設
置するほか、商工会の協力等を得て周知及び啓
発促進を行った。
また、市内高校への進路状況調査や高校生対
象合同企業説明会参加者のアンケート調査で、
雇用における男女別の意識及び実態把握に努
めた。

○周知・啓発の方法、回数
・制度周知をホームページなどで適宜実施
　市内高校へ進路状況調査を２回実施
　合同企業説明会参加者へアンケート調査を実
施

・男女雇用機会均等法、育児・介護休業法等の
制度周知及び啓発
国や北海道が作成したチラシ等を公共施設に設
置するほか、商工会の協力等を得て周知及び啓
発促進を行った。
また、市内高校への進路状況調査や高校生対
象合同企業説明会参加者のアンケート調査で、
雇用における男女別の意識及び実態把握に努
めた。

○周知・啓発の方法、回数
・制度周知をホームページなどで適宜実施
　市内高校へ進路状況調査を年３回実施
　合同企業説明会参加者へアンケート調査を実
施

通年

総務課

水産商
工労働

課

総務課

担当課名
小
区
分

施策推移主要施策
事業
期間

備考令和5年度実績詳細・数値等具体的な取組内容（令和5年度実績） 具体的な取組内容（令和6年度実績） 令和6年度実績詳細・数値等

増加傾向

減少傾向

増加傾向

R6年度



第2次北斗市男女共同参画基本計画  個別事業調書

テーマ２　対等な社会参加で能力発揮をめざす環境づくり

ウ　雇用等の分野における男女の均等な機会と待遇の確保対策の推進

（ｱ）

男女雇用機会均等法の履行確保を図るため、
事業者等に対し法の啓発や情報の提供などを
積極的に行います。

通年

（ｲ）

男女労働者間の格差を解消するために、事業者
等に対して雇用格差の積極的改善措置を進め
るよう働きかけます。

通年

施策推移具体的な取組内容（令和6年度実績） 令和6年度実績詳細・数値等

・男女雇用機会均等法、育児・介護休業法等の
制度周知及び啓発
国や北海道が作成したチラシ等を公共施設に設
置するほか、商工会の協力等を得て周知及び啓
発促進を行った。
また、市内高校への進路状況調査や高校生対
象合同企業説明会参加者のアンケート調査で、
雇用における男女別の意識及び実態把握に努
めた。

○周知・啓発の方法、回数
・制度周知をホームページなどで適宜実施
　市内高校へ進路状況調査を年３回実施
　合同企業説明会参加者へアンケート調査を実
施
※テーマ2イ（ｳ）再掲

水産商
工労働

課

水産商
工労働

課

担当課名
小
区
分

主要施策
事業
期間

備考令和5年度実績詳細・数値等

○周知・啓発の方法、回数
・制度周知をホームページなどで適宜実施
　市内高校へ進路状況調査を２回実施
　合同企業説明会参加者へアンケート調査を実
施
※テーマ2イ（ｳ）再掲

具体的な取組内容（令和5年度実績）

・男女雇用機会均等法、育児・介護休業法等の
制度周知及び啓発
国や北海道が作成したチラシ等を公共施設に設
置するほか、商工会の協力等を得て周知及び啓
発促進を行った。
また、市内高校への進路状況調査や高校生対
象合同企業説明会参加者のアンケート調査で、
雇用における男女別の意識及び実態把握に努
めた。

増加傾向

R6年度



第2次北斗市男女共同参画基本計画  個別事業調書

テーマ２　対等な社会参加で能力発揮をめざす環境づくり

エ　地域社会における男女共同参画の促進

（ｱ）

スポーツ活動、文化活動、趣味・娯楽、ボラン
ティア活動、レクリエーション活動など、人間が
生涯にわたって豊かに生きていくための活動の
場の提供と環境の整備・充実を図ります。

・生涯学習講座
・高齢者大学
・音楽体験
・市民文化祭
・市民音楽祭
・ふるさと歴史講座
・早朝日曜マラソン
・市民駅伝競走大会　※雨天中止
・市民スポーツのつどい
・ラジオ体操コンクール
・各種体力づくり教室
・各種水泳教室
上記事業を通じ幅広い世代に活動や発表の場
を提供するとともに、男女平等意識の高揚に努
めた。

○各事業の開催回数、参加者数
・生涯学習講座
　（英会話講座：28回実人数70名、
　 婚活・友活講座：1回実人数19名、
　 ズンバ講座：3回実人数30名、
 　プログラミング講座：6回実人数15名）
・高齢者大学（3大学、各25カリキュラム、大学生
240名）
・音楽体験「ＴＯＵＣＨ＆ＴＲＹ」149名
・市民文化祭【同日開催】（かなで～る633名、公
民館340名）
・市民音楽祭　19団体出演　入場者914名
・ふるさと歴史講座　3回　73名
・早朝日曜マラソン10回　207名
・市民駅伝競走大会　※途中雨天中止
・市民スポーツのつどい　870名
・ラジオ体操コンクール24チーム140名
・各種体力づくり教室　36回　実数見込144名
・各種水泳教室　80回　実人数見込232名

・生涯学習講座
・高齢者大学
・音楽体験
・北斗市芸術作品展（市民文化祭代替事業）
・市民音楽祭
・早朝日曜マラソン
・市民駅伝競走大会
・市民スポーツのつどい
・ラジオ体操コンクール
・各種体力づくり教室
・各種水泳教室
上記事業を通じ幅広い世代に活動や発表の場
を提供するとともに、男女平等意識の高揚に努
めた。

○各事業の開催回数、参加者数
・生涯学習講座
　（英会話講座：28回実人数64名、
　 パン作り講座：3回実人数21名、
　 プログラミング講座：3回実人数10名、
　 身体改善講座：3回実人数15名、
　 婚活・友活講座：2回実人数7名、
　料理講座講座：1回実人数7名）
・高齢者大学（3大学、各25カリキュラム、大学生
252名）
・音楽体験「ＴＯＵＣＨ＆ＴＲＹ」147名
・北斗市芸術作品展【同日開催】（かなで～る14
団体、公民館11団体）
・市民音楽祭　19団体出演（うち合同3団体）　入
場者973名
・早朝日曜マラソン8回※雨天中止2回　232名
・市民駅伝競走大会　23チーム　106名
・市民スポーツの集い　794名
・ラジオ体操コンクール　22チーム108名
・各種体力づくり教室　36回80名
・各種水泳教室　79回143名

通年

（ｲ）
町内会・自治会への加入を促進し、あらゆる家
庭の男女が地域に参画することを推進します。

6/22,6/23に小樽市総連合町会に視察研修を
行い、加入促進策について意見交換を行っ
た。
1月に連合会ＬＩＮＥ公式アカウントを開設
し、町内会活動の魅力を発信した。
市ＨＰと広報に各町会のイベント情報を掲
載、町内会活動の魅力を発信した。

○加入世帯数
・13,812世帯（全体22,169世帯）62.3％
【令和6年2月1日現在】
〇女性会長比率
・2.3％（86町内会のうち2町内会）【令和6
年2月1日現在】

市ＨＰと広報に各町会のイベント情報を掲
載、町内会活動の魅力を発信した。

○加入世帯数
・13,462世帯（全体22,043世帯）61.0％
【令和7年3月31日現在】
〇女性会長比率
・4.8％（86町内会のうち2町内会）【令和7
年3月31日現在】

通年

（ｳ）

防災分野における男女のニーズを考慮し、男女
を問わず地域防災活動への積極的な参加を促
します。

防災連絡会議の定例会議等において、活動方
針の協議を行った。
各町内会と連携し、防災教室・研修会を実施。
また、今年度初となる防災マルシェを開催した。

○防災連絡会議構成員の女性比率
・7.0％（構成員57人中4人）【令和6年3月31日現
在】
〇会議開催回数、年月日
・実施回数：10回
・実施年月日：
5/16.5/21.6/12.7/10.9/25.10/10.11/13.12/12
2/13.3/12

防災連絡会議の定例会議等において、活動方
針の協議を行った。
３月２２日は創立１０周年記念式典と防災ゼミ
ナールを開催。

○防災連絡会議構成員の女性比率
・7.0％（構成員57人中4人）【令和7年3月31日現
在】
〇会議開催回数、年月日
・実施回数：８回
・実施年月日：5/11、6/10、7/8、8/19、9/9、
10/15、1/17、3/3

通年総務課

市民課

社会
教育課

担当課名
小
区
分

施策状況主要施策
事業
期間

備考令和5年度実績詳細・数値等具体的な取組内容（令和5年度実績） 具体的な取組内容（令和6年度実績） 令和6年度実績詳細・数値等

現状維持

減少傾向

現状維持

R6年度



第2次北斗市男女共同参画基本計画  個別事業調書

テーマ３　安心して暮らせるための環境と健康づくり

ア　多様なライフスタイルに対応した子育て支援の充実

（ｱ）

共働き家庭など留守家庭の児童に対し、放課後
に適切な遊びや生活の場を与え、その健全育成
を図る、放課後児童クラブの充実に努めます。

・放課後児童健全育成事業
市内１７カ所、学校・住民センター・保育園や子
育て拠点施設で開設し教諭や保育士等の資格
を有する支援員を配置し、利用児童の安心・安
全な児童の適切な遊び場や生活の場の提供を
実施した。

○支援員人数
・42人
〇放課後児童クラブ利用児童数（令和5年度累
計）見込
・91,813人

・放課後児童健全育成事業
市内１７カ所、学校・住民センター・保育園や子
育て拠点施設で開設し教諭や保育士等の資格
を有する支援員を配置し、利用児童の安心・安
全な児童の適切な遊び場や生活の場の提供を
実施した。

○支援員人数
・38人
〇放課後児童クラブ利用児童数（令和6年度累
計）見込
・88,533人

通年

（ｲ）

子育てにおいて孤立感などを抱いている、母親
とその子どもが気軽に集い、情報交換や仲間づ
くりにより、育児不安を解消するために、子育て
支援センターや子育て拠点施設などの充実に努
めます。

・地域子育て支援事業
市内３カ所の子育て支援センター（月～金）、２
か所の子育て拠点施設（月～土）、週１回の出
張ひろば１カ所を開設し、保護者と子どもが気軽
に遊ぶ場を提供しながら、保護者の育児不安の
解消に努めた。
・妊娠出産包括支援事業
妊娠・出産において、産前産後支援ヘルパー派
遣事業及び産後ケア事業等の妊娠出産包括支
援事業を実施し、多様なライフスタイルに応じた
子育て支援の充実に努めた。

○各子育て支援センター、子育て支援施設利用
児童数（令和5年度累計）
・久根別子育て支援拠点施設「おひさまクラブ」
＝547人、東前子育て支援拠点施設「ちいぱっぱ
クラブ」＝2,024人、七重浜こども園「ピュアラン
ド」＝1,178人、大野保育園「ゆめのポケット」＝
129人、第二東光保育園「なかよし広場」＝275
人、出張ひろば「いちごちゃんひろば」＝47人
※いずれも３月末見込値
〇派遣事業、包括支援事業それぞれの実施件
数
・派遣事業＝173件（2月末現在）、産後ケア事業
短期入所型＝10件、産後ケア事業訪問型＝145
件（2月末現在）

・地域子育て支援事業
市内３カ所の子育て支援センター（月～金）、２
か所の子育て拠点施設（月～土）、週１回の出
張ひろば１カ所を開設し、保護者と子どもが気軽
に遊ぶ場を提供しながら、保護者の育児不安の
解消に努めた。
・妊娠出産包括支援事業
妊娠・出産において、産前産後支援ヘルパー派
遣事業及び産後ケア事業等の妊娠出産包括支
援事業を実施し、多様なライフスタイルに応じた
子育て支援の充実に努めた。

○各子育て支援センター、子育て支援施設利用
児童数（令和6年度累計）
・久根別子育て支援拠点施設「おひさまクラブ」
＝531人、東前子育て支援拠点施設「ちいぱっぱ
クラブ」＝2,574人、七重浜こども園「ピュアラン
ド」＝1,021人、大野保育園「ゆめのポケット」＝
166人、第二東光保育園「なかよし広場」＝235
人、出張ひろば「いちごちゃんひろば」＝23人
※いずれも３月末見込値
〇派遣事業、包括支援事業それぞれの実施件
数
・派遣事業＝199件（2月末現在）、産後ケア事業
短期入所型＝5件、産後ケア事業訪問型＝205
件（2月末現在）

通年

(ｳ)

ひとり親家庭の児童の健全育成を図るため、母
子・父子自立支援員等による適切な問題解決や
社会的自立のための生活相談支援を強化しま
す。

・母子・父子自立支援事業
母子・父子自立支援員を配置し、ひとり親の窓
口相談や訪問を行い、母子・父子家庭の適切な
生活自立支援の強化に努めた。

○相談、訪問それぞれの実施件数
・相談＝584件、訪問＝24件

・母子・父子自立支援事業
母子・父子自立支援員を配置し、ひとり親の窓
口相談や訪問を行い、母子・父子家庭の適切な
生活自立支援の強化に努めた。

○相談、訪問それぞれの実施件数
・相談＝522件、訪問＝20件

通年

子育て
支援課

子育て
支援課

子育て
支援課

担当課名
小
区
分

施策推移主要施策
事業
期間

備考令和5年度実績詳細・数値等具体的な取組内容（令和5年度実績） 具体的な取組内容（令和6年度実績） 令和6年度実績詳細・数値等

減少傾向

減少傾向

増加傾向

R6年度



第2次北斗市男女共同参画基本計画  個別事業調書

テーマ３　安心して暮らせるための環境と健康づくり

イ　母性健康管理対策の推進

（ｱ）

事業者等に対し、女性が働きながら安心して子
どもを生むことができる環境を整備するよう働き
かけます。

・育児・介護休業法等の制度周知及び啓発
国や北海道が作成したチラシ等を公共施設に設
置するほか、商工会の協力等を得て周知及び啓
発促進を行った。

○周知・啓発の方法、回数
・制度周知をホームページなどで適宜実施

・育児・介護休業法等の制度周知及び啓発
国や北海道が作成したチラシ等を公共施設に設
置するほか、商工会の協力等を得て周知及び啓
発促進を行った。
・市の独自支援策として育児休業取得支援事業
補助金を令和５年度に創設し運用しているが、こ
れまで市内事業所の活用がない状況。

○周知・啓発の方法、回数
・制度周知をホームページなどで適宜実施
・市の支援策については、商工会の協力を得て
市内事業所に周知を実施したとともに、母子手
帳交付時にＰＲチラシを配布。

通年

（ｱ）

事業者等に対し、女性が働きながら安心して子
どもを生むことができる環境を整備するよう働き
かけます。

・母子・父子自立支援事業
母子・父子自立支援員を配置し、ひとり親の窓
口相談や訪問を行い、母子・父子家庭の適切な
生活自立支援の強化に努めた。

○ひとり親窓口相談件数
・584件
〇ひとり親訪問実施件数
・24件
※テーマ３のア（ｳ）再掲

・母子・父子自立支援事業
母子・父子自立支援員を配置し、ひとり親の窓
口相談や訪問を行い、母子・父子家庭の適切な
生活自立支援の強化に努めた。

○ひとり親窓口相談件数
・522件
〇ひとり親訪問実施件数
・20件
※テーマ３のア（ｳ）再掲

通年

（ｲ）

事業者等に対し、男女が働きながら安心して子
どもを育てることができるよう、育児・介護休業取
得を促進します。

・育児・介護休業法等の制度周知及び啓発
国や北海道が作成したチラシ等を公共施設に設
置するほか、商工会の協力等を得て周知及び啓
発促進を行った。

○周知・啓発の方法、回数
・制度周知をホームページなどで適宜実施
※テーマ3イ（ｳ）再掲

・育児・介護休業法等の制度周知及び啓発
国や北海道が作成したチラシ等を公共施設に設
置するほか、商工会の協力等を得て周知及び啓
発促進を行った。
・市の独自支援策として育児休業取得支援事業
補助金を令和５年度に創設し運用しているが、こ
れまで市内事業所の活用がない状況。

○周知・啓発の方法、回数
・制度周知をホームページなどで適宜実施
・市の支援策については、商工会の協力を得て
市内事業所に周知を実施したとともに、母子手
帳交付時にＰＲチラシを配布。

通年
水産商
工労働

課

水産商
工労働

課

担当課名
小
区
分

主要施策 施策状況
事業
期間

備考

子育て
支援課

令和5年度実績詳細・数値等具体的な取組内容（令和5年度実績） 具体的な取組内容（令和6年度実績） 具体的な取組内容（令和6年度実績）

減少傾向

増加傾向

増加傾向

R6年度



第2次北斗市男女共同参画基本計画  個別事業調書

テーマ３　安心して暮らせるための環境と健康づくり

ウ　健康保持・増進の推進

（ｱ）

高齢者と障がい者が安心して生活が送ることが
できるよう地域全体で支え、地域の一員として生
活ができるよう、地域住民などによるボランティ
ア活動の推進に努めます。高齢者と障がい者の
自立と生きがいづくりの支援に努めます。

・生活支援体制整備事業
北斗市高齢者保健福祉計画に基づき、高齢者
の生活支援体制整備を目的とした事業の実施
の記載した。

○事業の具体名、利用件数
・買い物支援事業
実施地域：2地区、実施回数：11回、参加者：108
名（うちボランティア24名）
・有償ボランティア事業
　実施件数：370件、ボランティア活動人員延480
人

・生活支援体制整備事業
北斗市高齢者保健福祉計画に基づき、高齢者
の生活支援体制整備を目的とした事業の実施
の記載した。

○事業の具体名、利用件数
・買い物支援事業
実施地域：2地区、実施回数：12回、参加者：113
名（うちボランティア24名）
・有償ボランティア事業
　実施件数：270件、ボランティア活動人員延394
人

通年

（ｲ）

老人クラブ活動への支援に努めるとともに、ス
ポーツやレクリエーション活動を充実し、だれも
が気軽に参加しやすい環境づくりを促進します。

・ふれあい運動会
地域における社会福祉活動を行なっている単位
老人クラブや老人クラブ連合会の活動の支援
し、老人クラブの活性化を図るため、高齢者のい
きがいづくりと健康増進を図ることを目的とし、毎
年５８歳以上の市民を対象とした高齢者運動会
を開催した。

○老人クラブ加入者数
・29クラブ　795人
○ふれあい運動会参加人数
・上磯大会　213名　大野大会　46名

・ふれあい運動会
地域における社会福祉活動を行なっている単位
老人クラブや老人クラブ連合会の活動の支援
し、老人クラブの活性化を図るため、高齢者のい
きがいづくりと健康増進を図ることを目的とし、毎
年５８歳以上の市民を対象とした高齢者運動会
を開催した。

○老人クラブ加入者数
・25クラブ　727人
○ふれあい運動会参加人数
・上磯大会　244名　大野大会　50名

通年

（ｳ）

健康保持の視点から、「自分の健康は、自分で
守る」という意識の啓蒙を図り、健康に関わるグ
ループづくりの支援に努めます。

・地域介護予防支援事業
地域における住民主体の介護予防活動の育成・
支援として、社会福祉協議会に委託している「ふ
まねっと」「いきいきふれあいサロン」の普及を行
なった。

○「ふまねっと」実施状況
・団体数：24団体、実施回数：延べ206回、参加
者数：延べ2,565人、サポーター派遣数：547人
〇「いきいきふれあいサロン」実施状況
・団体数：18団体

・地域介護予防支援事業
地域における住民主体の介護予防活動の育成・
支援として、社会福祉協議会に委託している「ふ
まねっと」「いきいきふれあいサロン」の普及を行
なった。

○「ふまねっと」実施状況
・団体数：21団体、実施回数：延べ213回、参加
者数：延べ2,864人、サポーター派遣数：523人
〇「いきいきふれあいサロン」実施状況
・団体数：17団体

通年

保健
福祉課

保健
福祉課

保健
福祉課

担当課名
小
区
分

施策推移主要施策
事業
期間

備考令和5年度実績詳細・数値等具体的な取組内容（令和5年度実績） 具体的な取組内容（令和6年度実績） 具体的な取組内容（令和6年度実績）

現状維持

減少傾向

減少傾向

R6年度



第2次北斗市男女共同参画基本計画  個別事業調書

テーマ３　安心して暮らせるための環境と健康づくり

エ　介護・看護の支援体制の充実

（ｱ）
介護負担を社会全体で支え合えるような体制づ
くりや各種福祉サービスの充実に努めます。

・緊急通報システム設置事業等
１人暮らし高齢者等が、在宅で充実した生活を
送ることができるよう、地域自立生活支援事業
の一環である緊急通報システムの設置を実施し
た。

○緊急通報システム設置件数
・新規10台、実稼働台数133台

介護負担を社会全体で支え合えるような体制づ
くりや各種福祉サービスの充実に努めます。

○緊急通報システム設置件数
・新規18台、実稼働台数123台

通年

（ｲ）
在宅生活を支える24時間ケアの実現に向け、地
域密着型サービスの充実に努めます。

・介護予防・日常生活支援総合事業
在宅の要介護高齢者の日常生活を支援していく
うえで、介護と看護サービスを包括的かつ継続
的に提供していくため、ニーズにあった地域密着
型サービスの提供についての検討を実施した。

・介護予防・日常生活支援総合事業
在宅の要介護高齢者の日常生活を支援していく
うえで、介護と看護サービスを包括的かつ継続
的に提供していくため、ニーズにあった地域密着
型サービスの提供についての検討を実施した。

通年

（ｳ）
保健・福祉・医療等の関係機関が連携した地域
ケアシステムの構築に努めます。

・包括的支援事業
保健・医療・福祉関係者などの連携のもと、医療
をはじめとした様々な支援が包括的かつ継続的
に提供される「地域包括ケアシステム」を支える
連絡調整・総合相談機関としての役割を担う、地
域包括支援センターとの連携し、「地域包括ケア
システム」の構築に努めた。

・包括的支援事業
保健・医療・福祉関係者などの連携のもと、医療
をはじめとした様々な支援が包括的かつ継続的
に提供される「地域包括ケアシステム」を支える
連絡調整・総合相談機関としての役割を担う、地
域包括支援センターとの連携し、「地域包括ケア
システム」の構築に努めた。

通年

（ｴ）
男女の介護力向上及び人材の育成に努めま
す。

介護・福祉人材は慢性的に不足している状況に
あり、看護師、介護支援専門員等の介護・福祉
人材確保に向けた支援に努めた。

介護・福祉人材は慢性的に不足している状況に
あり、介護・福祉人材確保に向けた支援に努め
た。

○介護人材・障害福祉人材就労奨励金支給件
数
・新規就労奨励金　22件

通年

保健
福祉課

保健
福祉課

保健
福祉課

担当課名
小
区
分

施策推移
事業
期間

備考

保健
福祉課

主要施策 令和5年度実績詳細・数値等具体的な取組内容（令和5年度実績） 具体的な取組内容（令和6年度実績） 具体的な取組内容（令和6年度実績）

増加傾向

増加傾向

現状維持

現状維持

R6年度


